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私立学校振興費（運営費）補助金のうち、「学校の安全対策事業割」

に係る令和３年度以降の取扱いについて（通知） 

 標記補助金（学校の安全対策事業割）に係る取扱いについては、別紙によ

ることとしましたので、通知します。 

 つきましては、令和３年度以降はこれにより事務処理を行うようお願いし

ます。 

また、令和３年度分の補助金申請手続等については、令和３年５月以降に

配布予定の「私立学校振興費等補助金関係説明会資料」及び令和３年度標記

補助金所要額調べの際に改めて周知することを申し添えます。 

 なお、令和２年度をもって緊急安全対策事業が終了したことに伴い、学校

の安全対策事業割の対象学種は幼稚園（新制度移行園を除く）及び高等学校

のみとなることを申し添えます。 
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